
 

 

 

平成 23 年度 

登 録 販 売 者 試 験 受 験 案 内 

 

香 川 県 

 

 

受付期間：平成 23年 7月 20 日（水）～8月 2日（火） 

試 験 日：平成 23年 10 月 29 日（土） 

試験会場：サン・イレブン高松（香川県土木建設会館） 

（高松市松福町２丁目１５－２４） 

（サン・イレブン高松への問い合わせは、一切行わないでください。） 

 

「問い合わせ先」「受験願書の提出先」 

香川県健康福祉部薬務感染症対策課 

〒760-8570  

高松市番町四丁目 1番 10 号（香川県庁本館 16階） 

電 話 番 号：087-832-3307（直通） 

ＦＡＸ番号：087-861-1421 

受付時間：祝日を除く月曜日から金曜日までの 

9：00～12：00 13：00～17：00  
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ⅠⅠⅠⅠ    試験試験試験試験のののの日時日時日時日時、、、、会場会場会場会場    

１１１１    試験試験試験試験のののの日時日時日時日時    

試験日 試験時間 試験項目 

午前午前午前午前    10101010 時時時時 30303030 分分分分    

～～～～12121212 時時時時 30303030 分分分分    

Ａ 医薬品に共通する特性と基本的な知識 

Ｂ 主な医薬品とその作用 
平成平成平成平成 23232323 年年年年    

10101010 月月月月 29292929 日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後        1111 時時時時 40404040 分分分分    

～～～～ 3 3 3 3 時時時時 40404040 分分分分    

Ｃ 人体の働きと医薬品 

Ｄ 薬事に関する法規と制度 

Ｅ 医薬品の適正使用と安全対策 

試験についての説明等がありますので、午前の試験については午前 10 時 10 分までに、午後の

試験については午後 1時 30 分までに試験場に入室して着席してください。 

    

２２２２    試験会場試験会場試験会場試験会場：：：：    サン・イレブン高松（香川県土木建設会館）高松市松福町 2丁目 15-24  

（会場案内は裏表紙） 

受験者多数の場合、他の会場となることがあります。その場合、受験票送付時に試験会場を

お知らせします。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    試験試験試験試験のののの方法方法方法方法    

１１１１    試験項目及試験項目及試験項目及試験項目及びびびび出題数出題数出題数出題数    

試験項目 出題数 試験時間 

Ａ 医薬品に共通する特性と基本的な知識 20 問 

Ｂ 主な医薬品とその作用 40 問 

120 分 

Ｃ 人体の働きと医薬品 20 問 

Ｄ 薬事に関する法規と制度 20 問 

Ｅ 医薬品の適正使用と安全対策 20 問 

120 分 

計 120 問 240 分 

２２２２    出題形式及出題形式及出題形式及出題形式及びびびび試験方法試験方法試験方法試験方法    

マークシート方式による筆記試験 

（試験当日は、必ずＨＢの黒鉛筆、消しゴムを用意してください。）  

 ３３３３    出題範囲出題範囲出題範囲出題範囲    

   厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    受験申込受験申込受験申込受験申込    

１１１１    受験申込手続受験申込手続受験申込手続受験申込手続    

受付 

期間 

平成平成平成平成 23232323 年年年年 7777 月月月月 20202020 日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～平成平成平成平成 23232323 年年年年 8888 月月月月 2222 日日日日（（（（火火火火））））    

※郵送の場合は、8月 2日（火）までの消印があるものに限り受け付けます。 

提出 

先等 

〒760－8570 高松市番町 4丁目 1番 10 号  

香川県健康福祉部薬務感染症対策課（県庁本館 16 階） 

※郵送による申し込みの場合は、必ず簡易書留とし、封筒の表に「登録販売者

試験受験願書在中」と朱書してください。 
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２２２２    提出書類提出書類提出書類提出書類    

登録販売者試験登録販売者試験登録販売者試験登録販売者試験    

受験願書受験願書受験願書受験願書    

 

・受験案内 22ページ以降に綴じ付けの様式を使用してください。これを

コピーして使用しても構いません。 

・香川県ホームページからダウンロードすることもできます。 

・記入要領（12、13 ページ）を参照してください。 

・香川県証紙香川県証紙香川県証紙香川県証紙 15,00015,00015,00015,000 円分円分円分円分をををを所定欄所定欄所定欄所定欄にににに貼付貼付貼付貼付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。（7ページの「Ⅹ

受験手数料及び納付方法」を参照してください。） 

登録販売者試験登録販売者試験登録販売者試験登録販売者試験    

受験整理票受験整理票受験整理票受験整理票    

 

・受験案内 22ページ以降に綴じ付けの様式を使用してください。これを

コピーして使用しても構いません。 

・香川県ホームページからダウンロードすることもできます。 

・記入要領（14ページ）を参照してください。 

・・・・顔写真（申込前 6 ヶ月以内に、脱帽して正面から上半身を撮影した縦

4.5 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ×横 3.5 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙのもの）を所定欄に貼付してください。 

・写真の裏面にボールペンで氏名及び生年月日を必ず記入してください。 

受験資格受験資格受験資格受験資格をををを    

証証証証するするするする書類書類書類書類    

 

「Ⅳ受験資格」の区分毎に必要な書類を提出してください。 

●卒業証明書卒業証明書卒業証明書卒業証明書のののの原本又原本又原本又原本又はははは卒業証書卒業証書卒業証書卒業証書のののの写写写写しししし    

・卒業証書の写しによる場合は、原本照合のため、受験願書提出時に卒

業証書の原本を持参してください。（郵送の場合は不可） 

・卒業証明書等に記載の氏名に変更がある場合は、事実を証する戸籍抄

本又は外国人登録原票記載事項証明書の原本を併せて提出してくださ

い。（持参の場合は提示でも可） 

●実務経験実務経験実務経験実務経験（（（（見込見込見込見込））））証明書証明書証明書証明書 

・受験案内 22ページ以降に綴じ付けの様式を使用してください。これを

コピーして使用しても構いません。 

・香川県ホームページからダウンロードすることもできます。 

・必ず、4ページ＊１、＊２、＊３及び記入要領（15～18 ﾍﾟｰｼﾞ）の内容

に沿って、作成してもらってください。 

 

※平成 20 年 10 月 25 日、平成 21 年 10 月 31 日、平成 22 年 10 月 30 日

に香川県が実施した登録販売者試験を受験された方については、当該受

験票の提出をもって、卒業証明書若しくは実務経験証明書又はその両方

の提出を不要としますので、当該受験票の原本を添付のうえ提出してく

ださい。受験票を紛失した場合は、本人であることが確認できる書類を

持参してください。（郵送の場合は不可） 

なお、受験票に記載の氏名から変更があった場合は、その事実を証明

する戸籍抄本又は外国人登録原票記載事項証明書の原本を提出してく

ださい。 

 

受験願書等の記入漏れ、提出書類の不備がある場合は、受験できない場合があります。 

必ず記入内容、必要な書類をよく確認のうえ、申し込みをしてください。 
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ⅣⅣⅣⅣ    受験資格受験資格受験資格受験資格    

受験には、次の表の受験資格①～⑤のいずれかを満たしていることが必要です。 

受験資格 受験資格を証する書類 

① 旧中等学校令に基づく旧制中学若しくは学校教育法に

基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した

者であつて、１年以上薬局又は店舗販売業若しくは配

置販売業において、薬剤師又は登録販売者の管理及び

指導の下に実務実務実務実務((((＊＊＊＊１１１１))))に従事した者（＊（＊（＊（＊２２２２）））） 

●卒業証明書卒業証明書卒業証明書卒業証明書のののの原本又原本又原本又原本又はははは卒業証卒業証卒業証卒業証

書書書書のののの写写写写しししし    

 

●実務経験実務経験実務経験実務経験（（（（見込見込見込見込））））証明書証明書証明書証明書    

（＊（＊（＊（＊３３３３参照参照参照参照）））） 

② ４年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業にお

いて、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実実実実

務務務務((((＊＊＊＊１１１１))))に従事した者（＊（＊（＊（＊２２２２）））） 

●実務経験実務経験実務経験実務経験（（（（見込見込見込見込））））証明書証明書証明書証明書    

（＊（＊（＊（＊３３３３参照参照参照参照））））     

③ 平成18年3月31日以前に学校教育法に基づく大学（ 短

期大学を除く。）に入学し、当該大学において薬学の正

規の課程を修めて卒業した者 

●卒業証明書卒業証明書卒業証明書卒業証明書のののの原本又原本又原本又原本又はははは卒業証卒業証卒業証卒業証

書書書書のののの写写写写しししし    

 

④ 旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門

学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 

●卒業証明書卒業証明書卒業証明書卒業証明書のののの原本又原本又原本又原本又はははは卒業証卒業証卒業証卒業証

書書書書のののの写写写写しししし    

 

⑤ 上記に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると知事

が認めた者（＊（＊（＊（＊４４４４）））） 

（１）外国薬学校卒業者 

（２）高等学校卒業程度認定試験合格者であって１年

以上実務経験のある方等 

薬務感染症対策課（表紙の「問い 

合わせ先」）にご相談ください。 

＊＊＊＊１１１１「「「「実務実務実務実務」」」」    

受験資格の実務経験においては、以下の業務をすべて経験している必要があります。 

・主に一般用医薬品の販売等の直接の業務  

・一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務 

・一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ること

ができる業務 

・一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務 

・一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務 

・一般用医薬品の陳列や広告に関する業務 

・薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務を行っていた。（平成 21 年 6 月 1 日以降

の、薬局、店舗販売業又は配置販売業に係る実務経験に限る） 

 

実務経験の業務期間として、受験資格①の方は１年以上、②の方は４年以上必要です。 

業務期間は、１ヶ月に 80 時間以上、上記の実務に連続して従事していた期間である必要

があります。 

    

＊＊＊＊２２２２「薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の

下に実務に従事した者」 

   実務従事期間の種類は、次のＡ～Ｃまでの３種類あります。実務経験（見込）証明書について、
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Ａは【新法実務経験用】の様式、Ｂ・Ｃは【旧法実務経験用】の様式と、それぞれ様式が異な

ります。該当する実務従事期間に応じた様式により、提出してください。証明書様式について

は、15～18 ページをご覧ください。なお、Ａ～Ｃの期間は通算することができます。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＊＊＊＊３３３３「「「「実務経験実務経験実務経験実務経験（（（（見込見込見込見込））））証明書証明書証明書証明書」」」」    

・受験願書提出時点では実務経験として必要な期間を満たしておらず、試験日前日（平成 

23 年 10 月 28 日（金））までに必要な期間を満たす方は「実務経験見込証明書」を提出し

てください。 

・受験願書提出後、必要な実務経験の期間を満たした時は、直ちに実務経験証明書を提出  

してください。 

  ・見込証明書を提出した場合の実務経験証明書の提出期限は下記のとおりです。 

平成平成平成平成 23232323 年年年年 11111111 月月月月４４４４日日日日（（（（金金金金））））必着必着必着必着（（（（郵送郵送郵送郵送のののの場合場合場合場合もももも必着必着必着必着））））    

薬務感染症対策課（表紙の「受験願書の提出先」）に持参するか、簡易書留で郵送してく

ださい。（封筒の表面に「登録販売者試験関係書類在中」と朱書きしてください。） 

・実務経験証明書を期限までに提出されない場合は、受験資格を満たさなかったものとして 

不合格とします。 

 

＊＊＊＊４４４４    受験資格受験資格受験資格受験資格⑤⑤⑤⑤にににに該当該当該当該当するするするする方方方方についてについてについてについて    

（１）外国薬学校卒業者等 

外国薬学校卒業者等のうち、平成 17 年 2月 8 日付け薬食発第 0208001 号厚生労働省医

薬食品局長通知「外国薬学校卒業者等の薬剤師国家試験受験資格認定の取扱いについて」

で示した薬剤師国家試験受験資格の認定基準と照らし合わせて、平成 20 年 1 月 31 日付

け薬食発第 0131001 号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法の一部を改正する法律の一

部の施行について」のⅡ１（３）②アに該当する者と同等であると認められる者 

（２）高等学校卒業程度認定試験の合格者 

高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）に基づく高等学校卒

業程度認定試験の合格者であって、平成 20 年 1 月 31 日付け薬食発第 0131001 号厚生労

働省医薬食品局長通知「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について」のⅡ１（３）

①のアからウまでの期間が 1年以上である者 

 

ⅤⅤⅤⅤ    身体身体身体身体にににに障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方のののの受験受験受験受験にににについてついてついてついて    

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等身体に障害がある方で受験を希望される方は、受験申込

Ａ 平成 21 年 6月 1日以降、薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において、薬剤師又は登録

販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者についての、当該実務に従事した期間 

Ｂ 平成 21 年 6 月 1 日より前に薬局又は一般販売業（ 卸売一般販売業を除く。）、薬種商販売業

若しくは配置販売業（旧法第 30 条第 1 項の許可を受けている配置販売業。以下「既存配置販売

業」という。）の実務に従事した者についての、当該実務に従事した期間 

Ｃ 平成 21 年 6月 1 日から平成 24 年 5月 31 日までの間に、一般販売業（ 卸売一般販売業を除

く。）、薬種商販売業若しくは既存配置販売業の実務に従事した者についての、当該実務に従事し

た期間 
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時までに薬務感染症対策課（表紙「問い合わせ先」）まで申し出てください。 

    

ⅥⅥⅥⅥ    受験票受験票受験票受験票のののの交付等交付等交付等交付等    

・受験願書を受け付け、受験資格を有することを確認した場合は、受験票を受験願書に記載さ

れている住所あてに平成 23 年 10 月中旬に送付します。10 月 20 日を経過しても受験票が到

着しない場合は、薬務感染症対策課（表紙の「問い合わせ先」）に連絡してください。 

・受験票を受領の際には、氏名等に誤字・脱字等がないか確認してください。誤字・脱字等が

あった場合は、薬務感染症対策課（表紙の「問い合わせ先」）に連絡してください。 

・受験申込後、合格発表までに、住所や氏名その他受験願書に記載した事項に変更があった場

合は、薬務感染症対策課（表紙の「問い合わせ先」）にご連絡ください。 

 

ⅦⅦⅦⅦ    受験受験受験受験にににに際際際際してのしてのしてのしての注意事項注意事項注意事項注意事項    

・受験票は大切に保管し、必ず試験当日に持参してください。受験票を持参しない場合は、受

験できない場合があります。 

・筆記用具（ＨＢの黒鉛筆、消しゴム）と時計を持参してください。 

・試験会場への入室は午前 9時 40分から開始する予定です。 

・試験会場には、必ず午前 10 時 10 分（試験開始時刻の 20分前）までに入室してください。 

・試験開始時刻までに試験室に入場しない場合は、受験できません。 

・試験会場及びその周辺での駐車はできません。公共交通機関を利用してください。 

周辺の道路、商店等の駐車場への駐車は絶対にしないでください。 

・試験時間中の試験室内では、携帯電話等の通信機器の使用を一切禁止します。なお、携帯電

話等の通信機器を時計として使用することも禁止します。 

・机の上には、受験票、筆記用具、時計以外のものは置いてはいけません。 

・試験会場の建物内は禁煙です。喫煙は定められた場所でしてください。 

・昼食について、試験会場周辺の飲食店は混雑が予想されますので、各自ご持参ください。試

験会場内で持参した昼食をとることはできますが、ゴミは必ず各自で持ち帰ってください。 

 

ⅧⅧⅧⅧ    合格発表等合格発表等合格発表等合格発表等    

１１１１    合格発表合格発表合格発表合格発表    

合格発表日合格発表日合格発表日合格発表日    平成平成平成平成 23232323 年年年年 12121212 月月月月 6666 日日日日（（（（火火火火））））午前午前午前午前 10101010 時時時時    

・合格者の受験番号を香川県庁東館正面玄関前の掲示板に掲示するとともに香川県ホーム

ページに掲載します。香川県ホームページ http://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

・あわせて合格者について、受験願書に記載された住所に合格通知書を送付します。（住所

変更の連絡があった場合は、変更後の住所に送付します。） 

・不合格者への通知はありません。 

・電話等による結果の問い合わせには、応じられません。 

 

２２２２    得点結果得点結果得点結果得点結果のののの開示請求開示請求開示請求開示請求    

この試験の得点結果（項目別得点及び総得点）について、受験者本人に限り口頭による

開示請求を行うことができます。 
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期 間：平成 23年 12 月 6 日（火）～平成 24年 1 月 5日（木） 

祝日を除く月～金曜日（ただし 12月 29 日から 1月 3日ま 

では、閉庁日のため、請求できません。） 

午前 9時～12 時・午後 1時～5時（ただし 12月 6 日は午前 11時～） 

場 所：香川県健康福祉部薬務感染症対策課（県庁本館１６階） 

持参するもの：①受験票 

②本人であることを確認できる書類（運転免許証、パスポート等） 

 

ⅨⅨⅨⅨ    合格合格合格合格のののの取消取消取消取消しししし    

試験中の不正行為が判明した場合及び受験申し込みに当たって虚偽又は不正の事実があっ

た場合は受験を無効とします。合格後、これらのことが判明した場合は合格を取り消します。 

 

ⅩⅩⅩⅩ    受験手数料及受験手数料及受験手数料及受験手数料及びびびび納付方法納付方法納付方法納付方法    

・受験手数料として香川県証紙 15,000 円分が必要です。8、9 ページの香川県証紙販売所

で購入し、受験願書の所定の欄に貼付してください。 

・誤って、収入印紙や他の都道府県の証紙を貼付しないよう、注意してください。 

・香川県証紙には消印をしないでください。 

・金額に過不足がないようご注意ください。 

・県外の方や県内でも小豆島以外の島しょ部にお住まいの方には、郵便為替（普通為替）

で納付する方法や証紙の郵送販売があります。 

（1）証紙に代えて郵便為替（普通為替）で納付する方法 

郵便為替証書（普通為替証書）は、15,000 円分を購入し、申請書とともに郵送してくださ

い。この場合、郵便為替証書（普通為替証書）の「受取人欄」には何も記入しないでくださ

い。 

（2）香川県証紙の郵送販売 

香川県庁消費生活協同組合では香川県証紙の郵送販売をしております。ご希望の方は、現

金書留の封筒に以下のものを同封し、下記のあて先まで郵送してください。後日、返信用封

筒で香川県証紙を送付します。ただし、簡易書留で送付できる証紙は 5 万円までとなってい

ますので、ご注意ください。 

・「○○円の証紙代」と書いたメモ  

・現金（証紙代金分）  

・返信用封筒･･･ご自分の住所・氏名を記入し、380 円切手(簡易書留での証紙郵送代)を貼

付したもの  

【あて先】：〒760－0017 香川県高松市番町 4丁目 1－10  香川県庁生協総務課あて  

5 万円より多額の証紙を郵送で購入したい場合や、その他、郵送販売に関してご 

不明な点がありましたら、香川県庁消費生活協同組合 総務課（087-832-3822） 

までお問い合わせください。（8時 30 分～18 時） 
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香川県証紙販売所一覧香川県証紙販売所一覧香川県証紙販売所一覧香川県証紙販売所一覧    

次の販売所は平成 23年 3 月 29 日時点のものです。 

最新の情報は、http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=33 で確認し

てください。（販売所によっては、高額の証紙を取り扱っていない場合もあります。お買い求めの

際は、取り扱う証紙の額、定休日及び販売時間等を事前に各販売所にご確認ください。） 

販 売 所 住  所 電  話 

香川県交通安全協会（高松北警察署内） 高松市西内町２－３０ 087-811-0808 

香川県高等学校教育振興会（県高等学校ＰＴＡ会館内） 高松市西内町７－１１ 087-851-4614 

(社）香川県建設業協会 高松市磨屋町６－４ 087-851-7919 

高松市職員消費生活協同組合(高松市役所内） 高松市番町１－８－１５ 087-839-2043 

香川県庁消費生活協同組合（県庁北館２階） 高松市番町４－１－１０ 087-832-3822 

(社）香川県建築士会 高松市天神前６－３４ 村瀬ビル 2 階 087-833-5377 

香川県高松地区食品衛生協会（高松市保健所内） 高松市桜町１―１０―２７ 087-861-1813 

大原啓司・浩実（大原南順進堂） 高松市花の宮町２－１０－３０ 087-866-5861 

香川県庁消費生活協同組合（県高松合同庁舎１階喫茶室） 高松市松島町１－１７－２８ 087-837-9491 

吉田智紀（行政書士事務所） 高松市松島町３－１０－１６ 087-863-0018 

行政書士法人 藤井宗晴事務所 高松市松島町３－２７－８ 087-862-3626 

赤瀬直温（行政書士法人香川県総合行政事務センター） 高松市松福町２－７－１１ 087-823-8222 

香川県宅地建物取引業協会 高松市松福町１－１０－５ 087-823-2300 

(社）香川県建設業協会高松支部 高松市松福町２－１５－２４ 087-822-4111 

（財）消防試験研究センター香川県支部(産業会館４階） 高松市福岡町２－２－２ 087-823-2881 

高松車庫証明センター 高松市瀬戸内町１４－１４ 087-862-0099 

香川県交通安全協会（県運転免許センター内） 高松市郷東町５８７－１３８ 087-881-1115 

香川県計量協会（県計量検定所内） 高松市郷東町５８７－１ 087-882-5056 

香川県交通安全協会（香川県自動車学校内） 高松市郷東町５８７－１ 087-881-4391 

香川県庁消費生活協同組合（香川県陸運事務所内  県税事務所自動車税課内） 高松市鬼無町佐藤２０－１ 087-881-6443 

大谷義雄（行政書士大谷義雄事務所） 高松市鬼無町藤井４２4－5 087-882-4201 

池添 治（行政書士事務所） 高松市多肥下町２０ 087-868-7691 

中山敬訓（行政書士、土地家屋調査士事務所） 高松市多肥下町１５５６－４ 087-865-7341 

飯間 孝（行政書士事務所） 高松市太田上町７８８－１１ 087-866-0119 

黒川 敏正 （(有)アトリエオートサービス内） 高松市多肥上町１１７８-１ 087-867-7784 

(有) 向陽自販 （本店） 高松市三名町３８５ 087-888-3333 

屋島自動車学校 高松市春日町１３０４－３ 087-841-2171 

銀星自動車学園 高松市屋島西町２３６６－８ 087-843-3030 

中央自動車学校 高松市東山崎町２００－１ 087-847-3535 

高松自動車学校 高松市上天神町６４６ 087-867-7439 

ハッピードライビングスクール 高松市成合町９３１－１ 087-885-2121 

樋口建材（株） 高松市御厩町４８４ー４ 087-885-1134 

関西自動車学院 高松市牟礼町大町２４３５ 087-845-2401 

竹内重敏（竹内文房具店） 高松市牟礼町牟礼１０２５－１ 087-845-2230 

香川県農協 川東支店 高松市香川町川東上９５５ 087-879-3224 

香川自動車学校（中山スズラン堂） 高松市香川町浅野９０６ 087-889-0181 

香川県農協 国分寺支店 高松市国分寺町新居５５７－１ 087-874-1211 

香川県中讃食品衛生協会（県中讃保健福祉事務所内） 丸亀市土器町８－５２６ 0877-58-2775 

田中一美（あたりや） 丸亀市６番丁１７ 0877-22-3663 

丸亀市身体障害者福祉連合協会(丸亀市役所内売店） 丸亀市大手町２丁目３－１ 0877-23-2111 

香川県農協 岡田支店 丸亀市綾歌町岡田下５２３－４ 0877-86-3003 

香川県農協 栗熊支店 丸亀市綾歌町栗熊東４０８－１ 0877-86-2001 

香川県農協 坂本支店 丸亀市飯山町川原９８３ 0877-98-2225 

香川県農協 法勲寺支店 丸亀市飯山町下法軍寺５４５－１ 0877-98-3101 

丸亀自動車学校 丸亀市飯山町西坂元５８５ 0877-58-8620 

香川県畜産公社 坂出市昭和町２－１－９ 0877-46-8480 

坂出自動車学校 坂出市西大浜北１－４－１ 0877-46-5658 

多田英雄（多田時計店） 坂出市京町１－６－１８ 0877-46-2355 

坂出商工会議所 坂出市京町３－３－８ 0877-46-2701 



 - 9 - 

ダイヤリックス(株) 坂出市番の州町１ 0877-46-3648 

香川県農協 善通寺支店 善通寺市上吉田町６－１２－１ 0877-62-0711 

香川県農協 龍川支店 善通寺市原田町３０５ 0877-62-0076 

サヌキ土木㈱ 善通寺市生野本町１－１－１ 0877-62-6635 

香川県庁消費生活協同組合（県仲多度合同庁舎内） 善通寺市生野本町１－１－１２ 0877-63-2304 

(社）香川県建設業協会中讃支部 善通寺市与北町１８９ 0877-62-1390 

香川県西讃食品衛生協会（県三豊合同庁舎内） 観音寺市坂本町７－３－１８ 0875-25-5116 

観音寺自動車学校 観音寺市出作町８６８－１ 0875-25-2112 

三豊自動車学校 観音寺市柞田町乙１６８３ 0875-25-4567 

観音寺商工会議所 観音寺市坂本町１－１－２５ 0875-25-3073 

香川県交通安全協会(観音寺警察署内） 観音寺市昭和町２－１－５５ 0875-25-0450 

(社）香川県建設業協会西讃支部 観音寺市南町５－２－３９ 0875-25-3439 

香川豊南農協 観音寺市大野原町大野原１９３１ 0875-54-3121 

香川県農協 豊浜支店 観音寺市豊浜町姫浜５２７ 0875-52-3333 

高橋 聖（行政書士事務所） 観音寺市柞田町甲２１４５－３ 0875-56-0292 

香川県農協 津田支店 さぬき市津田町津田１００８－４ 0879-42-2016 

さぬき市役所 さぬき市志度５３８５－８ 087-894-1111 

（株）ミツワ さぬき市志度１９０４－１６ 087-894-1163 

寒川自動車学校 さぬき市寒川町石田西１９０５－６ 0879-43-2546 

上野朝子 さぬき市長尾東１０５９－３ 0879-52-2297 

西木絹子（土地家屋調査士事務所） さぬき市長尾東９７０－７ 0879-52-2401 

(社）香川県建設業協会長尾支部 さぬき市長尾東１１２３－２ 0879-52-2324 

香川県東讃食品衛生協会（香川県大川合同庁舎内） さぬき市津田町津田９３０－２ 0879-42-3123 

東かがわ市役所 東かがわ市湊１８４７－１ 0879-26-1217 

東かがわ市役所引田庁舎 東かがわ市引田５１３－１ 0879-33-2500 

東かがわ市役所大内庁舎 東かがわ市三本松１１７２ 0879-25-2111 

白鳥自動車学校 東かがわ市湊１５９６ 0879-25-3266 

香川県交通安全協会（運転免許東讃センター内） 東かがわ市三本松１７２３－２ - 

香川県農協 誉水支店 東かがわ市中筋４５－１ 0879-25-2674 

香川県交通安全協会（三豊警察署内） 三豊市高瀬町下勝間２５１６－４ 0875-72-5413 

香川県農協 上高瀬支店 三豊市高瀬町上高瀬１２７１－２ 0875-72-3181 

高瀬自動車学校 三豊市高瀬町下勝間６８０－３ 0875-72-5623 

三豊市商工会山本支所 三豊市山本町財田西３７５ 0875-63-2162 

香川県農協 豊中本山支店 三豊市豊中町本山甲８３８ 0875-62-3181 

香川県農協 詫間支店  三豊市詫間町詫間６００－１ 0875-83-3101 

香川県農協 仁尾町支店 三豊市仁尾町仁尾丁１４４７－６ 0875-82-3211 

小豆島食品衛生協会（県小豆総合事務所内） 土庄町渕崎植松甲２０７９－５ 0879-62-2471 

香川県交通安全協会（土庄交番内） 土庄町渕崎甲２１８９－２ 0879-64-9110 

土庄町役場 土庄町甲５５９－２ 0879-62-7005 

香川県農協 土庄支店 土庄町甲２９０－１ 0879-62-2215 

(社）香川県建設業協会小豆支部 土庄町上庄１９５４－３ 0879-62-0588 

香川県農協 福田支店 小豆島町福田甲４０７－３ 0879-84-2101 

香川県農協 ふれあいセンターうちのみ店 小豆島町安田甲１４４－８９ 0879-82-1168 

香川県農協 池田支店 小豆島町池田１１０１－１ 0879-75-0411 

山下道子 三木町平木５６ 087-898-3428 

直島町役場 直島町１１２２ー１ 087-892-2295 

中野 貞子（行政書士事務所） 宇多津町２６２８－８５９ 0877-49-4126 

香川県農協 山田支店 綾川町山田上甲１２８７－１ 087-878-2010 

香川県農協 陶支店 綾川町陶４１５３－１ 087-876-1191 

香川県農協 滝宮支店 綾川町滝宮５２９－１ 087-876-1192 

香川県農協 琴平町榎井支店 琴平町榎井６４５－１ 0877-75-5271 

長谷川保子（行政書士事務所） 琴平町五条６２５－１ 0877-73-2370 

多度津自動車学校 多度津町幸町３－７ 0877-33-3535 

東原由幸（司法書士事務所） 多度津町栄町３－１－３ 0877-33-0864 

香川県農協 協栄支店 まんのう町吉野下１１４１－１ 0877-75-3191 

琴平ドライビングスクール まんのう町羽間１８８７ 0877-73-5353 
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Ⅺ 記 入 要 領 

１ 登録販売者試験受験願書 

 

２ 登録販売者試験受験整理票 

 

３ 実務経験（見込）証明書 

  （１）4、5ページ「Ⅳ 受験資格 ＊２ Ｂ・Ｃ」【旧法実務経験用】の様式 

  （２）4、5ページ「Ⅳ 受験資格 ＊２ Ａ」【新法実務経験用】の様式 

 

４ 実務経験（見込）証明書について－Ｑ＆Ａ－ 
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１ 登録販売者試験受験願書の記入例と注意事項 

記入例 

 

 

  

香川県証紙欄 

（消印してはならない。） 

 

登 録 販 売 者 試 験 受 験 願 書 

 

     平成２３年 ７月 ２９日 

香 川 県 知 事  殿 

 

申請者  本籍地都道府県名            

（日本国籍を有 

しない者にあって 

は、国籍）                               
 

住      所 

 〒 ７６０ － ００１７ 

 

                              
 

（ ふ り が な ）                                 

 

氏      名                 （男・女） 

 

 

生 年 月 日          年   月  日 

 

電 話 番 号  （    ）    －       

電 話 番 

 

 

薬事法第 36 条の４第 1 項に規定する登録販売者試験を受けたいので、関

係書類を添えて出願します。 

都 道 

府 県 

大正 

昭和 

平成 

都 道 

府 県 香川 

香川 

高松市 番町 ４－×－×× 

○○○アパート △△△号室 

かがわ たろう 

香川 太郎 

５０ ７ ９

０８７ ８３１ ×××× 

② 

① 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
（株式会社 ○○○○ドラッグ △△△店） 
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注意事項 

番号 項目 注意事項 

① 香川県証紙 □15,000 円分の香川県証紙を購入し、所定の位置にしっかり糊付

けしてください。香川県証紙の購入方法については、7 ページ

「Ⅹ 受験手数料及び納付方法」を参照してください。 

② 出願年月日 □受験願書の提出年月日を記入してください。 

③ 本籍地都道府県名 □戸籍に記載されている本籍地の都道府県名のみを記入してく

ださい。 

□日本国籍を有しない方については、外国人登録原票に記載して

いる国籍を記入してください。 

④ 住所 □現住所について、必ず、市（区）町村名、字、番地（マンショ

ンの名称、室名、○○様方）まで正確に記入してください。 

□受験票及び合格通知書等は、この現住所あてに郵送しますの

で、記入に不備があると郵便物が届かず、受験できない場合が

あります。 

□郵便番号も必ず記入してください。 

⑤ 氏名 □戸籍に記載されている文字を使用し、必ずふりがなを記入して

ください。 

□日本国籍を有しない方については、外国人登録原票に記載して

いる氏名を記入してください。 

⑥ 性別 □該当する項目を○で囲んでください。 

⑦ 生年月日 □受験者の生年月日を記入してください。 

⑧ 電話番号 □平日（月曜日から金曜日）の午前 9時～午後 5時の間に連絡が

可能な電話番号を記入してください。 

□勤務先の電話番号を記入する場合は、勤務先の名称・所属を電

話番号欄の下に記入してください。 

□携帯電話でも可。 

 その他 □記入にあたっては、ボールペンで強く正確にかい書で記入して

ください。 

□いずれかを選ぶ項目（元号等）については、該当する項目を○

で囲んでください。 

□間違って記入した場合は、二重線で訂正のうえ、正しく記載し

てください。 
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２ 登録販売者試験受験整理票の記入例と注意事項 

記入例 

登録販売者試験受験整理票     平成 23 年 10 月 29 日実施 

 

※受験番号   

ふりがな かがわ   たろう 

氏名 
（姓） 

香 川 

（名） 

太 郎 

生
年
月
日 

大正 

昭和  ５０年 ７月 ９日 

平成 

性
別 

男 

・ 

女 

※備考（試験監督員記入欄） 

   出欠（午前） ： 出席 ・ 欠席 

 

   出欠（午後） ： 出席 ・ 欠席 

（顔写真貼付欄） 

○縦 4.5cm× 

横 3.5cm 

○写真の裏面に、名

前と生年月日を

記入 

１ 太線の枠内の項目について記入してください。 

２ ※印欄は記入しないでください。 

 

 

注意事項 

番号 項目 注意事項 

① 氏名 □戸籍に記載されている文字を使用し、必ずふりがなを記入して

ください。 

□日本国籍を有しない方については、外国人登録原票に記載して

いる氏名を記入してください。 

② 生年月日 □受験者の生年月日を記入してください。 

③ 性別 □該当する項目を○で囲んでください。 

④ 顔写真 貼付欄 □申込前 6 ヶ月以内に、脱帽して正面から上半身を撮影した縦

4.5cm×横 3.5cm のものを所定欄に貼付してください。 

□写真の裏面にボールペンで氏名及び生年月日を必ず記載して

ください。 

□サングラス着用の写真、複数の人物が写っている写真、写真の

コピーなど、本人であることを確認しづらいものは、認められ

ません。 

 その他 □記入にあたっては、ボールペンで強く正確にかい書で記入して

ください。 

□間違って記入した場合は、二重線で訂正のうえ、正しく記載し

てください。 

 

① ② ③ 

④ 
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３ 実務経験証明書及び実務経験（見込）証明書の記入例及び注意事項 

（１）4、5ページ「Ⅳ 受験資格 ＊２ Ｂ・Ｃ」【旧法実務経験用】の様式 

記入例 

【旧法実務経験用】 

実 務 経 験（見 込）証 明 書 

平成２３年７月２８日 

  香川県知事 殿 

薬局開設者名又は医薬品の 

販売業者名  株式会社 ○○○○ドラッグ       

代表者氏名  代表取締役 △△ △△ 

（許可番号： ××××××     ） 

 

 次の者の実務経験は、以下のとおりであることを証明します。 

氏 名 香川 太郎        （生年月日 昭和５０年７月９日） 

住 所 
〒７６０－×××× 

香川県高松市番町４－×―× ○○○アパート △△△号室 

薬局、店舗又は既存

配置販売業の名称 

○○○○ドラッグ △△△店 

薬局若しくは店舗

の所在地又は既存

配置販売業の区域 

香川県高松市番町×－×－× 

業 務 期 間 平成２０年 ４月 ～ 平成２１年 ６月（ １年 ３月間） 

業 務 内 容 

（業務期間内に行

われた業務に該当

する□にレを記入

すること。） 

 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 

 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内

容を知ることができる業務を行っていた。 

 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業

務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 

 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることが

できる業務を行っていた。 

 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 

 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 
 

 

連 絡 先 

株式会社 ○○○○ドラッグ  

本社総務部 担当△△ 

電話番号 

（０８７）×××－×××× 

（注意） 
 １ 当該証明を行う者は、被証明者が実務に従事した薬局の薬局開設許可証又は一般販売業（卸売一般

販売業を除く。以下同じ。）、薬種商販売業若しくは既存配置販売業の医薬品販売業許可証に記載

された者であること。 

 ２ 許可番号の欄には、被証明者が実務に従事した薬局の薬局開設許可証又は一般販売業、薬種商販売

業若しくは既存配置販売業の医薬品販売業許可証に記載された番号を記載すること。 

 ３ 業務期間の欄には、実務経験被証明者が１月に80時間以上、上記の業務内容に示されたすべての業

務を行っていた連続した期間を記入すること。 

 ４ 見込証明でない場合は、標題の（見込）を二重線で消すこと。 

 ５ 連絡先の欄には、この証明書の内容について県から照会があった場合に対応できる部署、担当者及

び電話番号を記載すること。 

レ 

レ 

レ 

レ 

レ 

レ 

① ② 

代表取締役

の印 

③ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑥ 

④ 
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注意事項 

番号 項目 注意事項 

① 標題 □見込証明でない場合は、標題の（見込）を二重線で消してくだ

さい。 

② 証明年月日 □証明年月日を記入してください。 

③ 薬局開設者又は医

薬品の販売業者名・ 

代表者氏名 

□証明は、受験申込者が本証明に係る業務に従事した薬局又は医

薬品販売業の許可証に記載された薬局開設者又は医薬品販売

業者が行ってください。 

□証明する薬局開設者又は医薬品販売業者が法人の場合、氏名に

は法人名称及び代表者の氏名を記入し、「代表者印」（登記印）

を使用してください。 

④ 許可番号 □受験申込者が本証明に係る業務に従事した薬局又は医薬品販

売業の許可証に記載された番号を記入してください。 

⑤ 氏名・生年月日 □受験申込者の氏名・生年月日を記入してください。 

⑥ 住所 □受験申込者の住所を記入してください。 

⑦ 薬局、店舗又は既存

配置販売業の名称 

□受験申込者が本証明に係る業務に従事した薬局又は医薬品販

売業の店舗の名称を記入してください。既存配置販売業にあっ

ては、既存配置販売業者の名称を記入してください。 

⑧ 薬局若しくは店舗

の所在地又は既存

配置販売業の区域 

□受験申込者が本証明に係る業務に従事した薬局又は医薬品販

売業の店舗の所在地を記入してください。既存配置販売業にあ

っては、既存配置販売業者の区域（都道府県名）を記入してく

ださい。 

⑨ 業務期間 □業務期間の欄には、受験申込者が１月に80時間以上、「⑩業務

内容」に示されたすべての業務を行っていた連続した期間を記

入してください。 

□受験願書提出日現在において実務経験の期間が不足しており、

試験日前日までに実務経験として必要な期間を満たす見込み

で受験申込をする場合は、業務期間の欄には、受験資格を満た

す見込期間を記入してください。 

⑩ 業務内容 □業務期間内に行われた業務に該当する□に「レ」を記入してく

ださい。 

□受験資格の実務経験においては、これらすべての業務を経験し

ている必要があります。１項目でも行われていない場合、受験

は認められませんので、ご注意ください。 

⑪ 連絡先 □この証明書の内容について県から照会があった場合に対応で

きる部署、担当者及び電話番号を記入してください。 
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（２）4、5ページ「Ⅳ 受験資格 ＊２ Ａ」【新法実務経験用】の様式 

記入例 

【新法実務経験用】 

実 務 経 験（見 込）証 明 書 

平成２３年７月２８日 

  香川県知事 殿 

薬局開設者名又は医薬品の 

販売業者名  株式会社 ○○○○ドラッグ       

代表者氏名  代表取締役 △△ △△ 

（許可番号： ××××××     ） 

管理者氏名  ○○ ○○ 

 

 次の者の実務経験は、以下のとおりであることを証明します。 

氏 名 香川 太郎        （生年月日 昭和５０年７月９日） 

住 所 
〒７６０－×××× 

香川県高松市番町４－×―× ○○○アパート △△△号室 

薬局、店舗又は配

置販売業の名称 

○○○○ドラッグ △△△店 

薬局若しくは店舗

の所在地又は配置

販 売 業 の 区 域 

香川県高松市番町×－×－× 

業 務 期 間 平成２１年 ６月 ～ 平成２３年 ７月（ ２年 ２月間） 

業 務 内 容 

（業務期間内に行

われた業務に該当

する□にレを記入

すること。） 

 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 

 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内

容を知ることができる業務を行っていた。 

 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業

務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 

 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることが

できる業務を行っていた。 

 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 

 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 

薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で業務を行っていた 
 

 

連 絡 先 

株式会社 ○○○○ドラッグ  

本社総務部 担当△△ 

電話番号 

（０８７）×××－×××× 

（注意） 

 １ 当該証明を行う者は、被証明者が実務に従事した薬局の薬局開設許可証又は店舗販売業若しくは配置販売業の医薬品販売業

許可証に記載され、かつ、薬剤師又は登録販売者の配置の要件を満たしている者であること。 

 ２ 許可番号の欄には、被証明者が実務に従事した薬局の薬局開設許可証又は店舗販売業若しくは配置販売業の医薬品販売業許

可証に記載された番号を記載すること。 

 ３ 管理者氏名の欄には、業務期間の欄に記載した期間に薬局の管理者、店舗管理者又は区域管理者であった薬剤師又は登録販

売者を記載すること。 

 ４ 業務期間の欄には、実務経験被証明者が１月に80時間以上、上記の業務内容に示されたすべての業務を行っていた連続した

期間を記入すること。 

 ５ 見込証明でない場合は、標題の（見込）を二重線で消すこと。 

 ６ 連絡先の欄にはこの証明書の内容について県から照会があった場合に対応できる部署、担当者及び電話番号を記載すること 

レ 

レ 

レ 

レ 

レ 

レ 

レ 

① ② 

代表取締役

の印 

③ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑦ 

管理者 

の印 

④ 

⑤ 
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注意事項 

番号 項目 注意事項 

① 標題 □見込証明でない場合は、標題の（見込）を二重線で消してくだ

さい。 

② 証明年月日 □証明年月日を記入してください。 

③ 薬局開設者又は医

薬品の販売業者名・ 

代表者氏名 

□証明は、受験申込者が本証明に係る業務に従事した薬局又は医

薬品販売業の許可証に記載された薬局開設者又は医薬品販売

業者が行ってください。 

□上記の証明者は、薬剤師又は登録販売者の配置の要件を満たし

ている者である必要があります。 

□証明する薬局開設者又は医薬品販売業者が法人の場合、氏名に

は法人名称及び代表者の氏名を記入し、「代表者印」（登記印）

を使用してください。 

④ 許可番号 □受験申込者が本証明に係る業務に従事した薬局又は医薬品販

売業の許可証に記載された番号を記入してください。 

⑤ 管理者氏名 □証明は、業務期間の欄に記載した期間に、薬局の管理者、店舗

管理者又は区域管理者であった薬剤師又は登録販売者が行っ

てください。 

□証明する実務経験期間中に、管理者の交代があった場合は、管

理者ごとに様式を分けて、証明書を作成してください。（Ｑ＆

Ａを参照） 

⑥ 氏名・生年月日 □受験申込者の氏名・生年月日を記入してください。 

⑦ 住所 □受験申込者の住所を記入してください。 

⑧ 薬局、店舗又は配置

販売業の名称 

□受験申込者が本証明に係る業務に従事した薬局又は医薬品販

売業の店舗の名称を記入してください。配置販売業にあって

は、配置販売業者の名称を記入してください。 

⑨ 薬局若しくは店舗

の所在地又は配置

販売業の区域 

□受験申込者が本証明に係る業務に従事した薬局又は医薬品販

売業の店舗の所在地を記入してください。配置販売業にあって

は、配置販売業者の区域（都道府県名）を記入してください。 

⑩ 業務期間 □業務期間の欄には、受験申込者が１月に80時間以上、「⑪業務

内容」に示されたすべての業務を行っていた連続した期間を記

入してください。 

□受験願書提出日現在において実務経験の期間が不足しており、

試験日前日までに実務経験として必要な期間を満たす見込み

で受験申込をする場合は、業務期間の欄には、受験資格を満た

す見込期間を記入してください。 

⑪ 業務内容 □業務期間内に行われた業務に該当する□に「レ」を記入してく

ださい。 

□受験資格の実務経験においては、これらすべての業務を経験し

ている必要があります。１項目でも行われていない場合、受験

は認められませんので、ご注意ください。 

⑫ 連絡先 □この証明書の内容について県から照会があった場合に対応で

きる部署、担当者及び電話番号を記入してください。 
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４ 実務経験(見込)証明書について―Ｑ＆Ａ― 

 

Ｑ１：卸売一般販売業に勤務していたが、実務経験として認められますか？ 

製薬会社に勤務していたが、実務経験として認められますか？ 

病院又は診療所に勤務していたが、実務経験として認められますか？ 

特例販売業を営んでいたが、実務経験として認められますか？ 

Ａ１：いずれも認められません。 

一般用医薬品を消費者に直接販売する業務及び情報提供・相談応需の補助業務等について

の実務経験を求めているものであり、受験資格として認められるのは、薬局、一般販売業（卸

売一般販売業を除く。）、薬種商販売業、既存配置販売業、店舗販売業又は配置販売業におけ

る実務経験のみです。 

 

Ｑ２：過去の実務経験は認められますか？ 

Ａ２：必要な業務内容、業務期間を満たしており、開設者の証明がなされれば認められます。 

 

Ｑ３：過去に従事していた店舗が現在は廃止されている場合、実務経験の証明はどのようにすれ

ばいいのでしょうか？ 

Ａ３：当時の店舗の開設者からの証明が可能であれば、認められます。 

法人が消滅している場合など、証明が取れない場合は、残念ながら受験することができま

せん。 

  

Ｑ４：受験者本人が開設者である場合、本人が証明することで認められますか？ 

Ａ４：認められます。 

 

Ｑ５：アルバイトやパート勤務も実務経験として認められますか？ 

Ａ５：アルバイトやパートであっても、必要な業務内容、業務期間を満たしており、開設者の証

明がなされれば認められます。 

 

Ｑ６：大学生が、夏休みや春休みにアルバイトとして業務に従事し、4年間通算で 1年以上とな

る場合は認められますか？ 

Ａ６：1カ月に 80 時間以上従事した連続した期間が 1年間以上であることが必要です。 

1 年に 3ヶ月ずつ従事し、4年間で 1年以上というのは認められません。 

 

Ｑ７：高校卒業後、1月に 160 時間以上実務に従事している場合、6ヶ月間の実務経験で受験す

ることはできますか？ 

Ａ７：認められません。実務経験は 1年以上必要です。 

なお、実務経験として必要な期間中は、毎月 80時間以上であることが求められます。 

他の月に繰り越すことや平均して 80 時間とすることはできません。 

 

Ｑ８：実務経験中、勤務していた店舗が廃業し、他の店舗に再就職しました。両方の店舗での実
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務経験の通算は認められますか？ 

Ａ８：実務経験は原則として 1箇所で継続して行う必要がありますが、受験者の責に寄らない理

由があるなど、都道府県知事が止むを得ないと認める場合は、複数店舗の実務経験を合算す

ることができることとされています。 

勤務していた店舗が廃業した場合は、止むを得ない場合として通算が認められますので、そ

れぞれの店舗の証明書を提出してください。 

 

Ｑ９：チェーン店に勤務しており、従事期間の途中で店舗間の人事異動があった場合、複数店舗

での実務経験の通算は認められますか？ 

Ａ９：認められます。同一経営者の店舗間での異動は継続した期間とみなします。 

  証明書の各欄に、それぞれの店舗についての内容がわかるように記載してください。 

 

Ｑ10：実務経験証明書には【旧法実務経験用】と【新法実務経験用】の２種類があるが、なにが

違うのか。 

Ａ10:【旧法実務経験用】は、改正前の薬事法に基づく許可を受けた店舗における実務経験を証

明するもので、【新法実務経験用】は、改正後の新薬事法に基づく許可を受けた店舗におけ

る実務経験を証明するものです。【新法実務経験用】は、管理者名と印が必ず必要です。ま

た、業務内容に「薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務を行っていた。」が追加さ

れています。自分が該当する様式と異なる様式を証明書として提出しても受理できませんの

で、ご注意ください。 

 

Ｑ11：業務期間は平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日。勤務先の一般販売業は、平成 21

年 6 月 1日から新法で店舗販売業になった。実務経験証明書はどちらを使用するのか？ 

Ａ11:平成 21 年 4 月 1日から平成 21 年 5月 31 日までの業務期間は【旧法実務経験用】で、平成

21 年 6 月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日までの業務期間は【新法実務経験用】で証明書を提

出してください。 

 

Ｑ12：【新法実務経験用】は管理者氏名と印がいるが、この管理者はいつの時点の管理者か。 

Ａ12:受験者の実務を証明できる者ですので、基本的には受験者の実務期間に管理者であった者

全ての証明が別様式で必要となります。ただし、その者がすでに辞めてしまった等の理由で、

証明が不可能な場合は、その辞めた管理者の後継の者、仕事を引き継いだ管理者が証明しま

す。詳細は香川県薬務感染症対策課にお問い合わせください。 

 

Ｑ13：卒業証明書に有効期限はありますか。また、卒業証明書はコピーでもよいですか。 

Ａ13: 有効期限はありません。また、卒業証明書のコピーは認められません。なお、卒業証書の

写しは、受験願書提出時に卒業証書の原本を直接持参される方のみ認めています。卒業証書

（原本）を送付しないでください。 

 

Ｑ14：実務従事経験証明書に虚偽記載があった場合は、どうなりますか。 

Ａ14: 虚偽記載があった場合、受験はできません。受験後に判明した場合は、受験を無効としま

す。合格後に判明した場合は合格の決定が取り消されます。 
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 提出書類 様式 

 

登録販売者試験受験願書 

 

登録販売者試験受験整理票 

 

実務経験（見込）証明書 

（１）4、5ページ「Ⅳ 受験資格 ＊２ Ｂ・Ｃ」【旧法実務経験用】の様式 

  （２）4、5ページ「Ⅳ 受験資格 ＊２ Ａ」【新法実務経験用】の様式 
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香川県証紙欄 

（消印してはならない。） 

 

登 録 販 売 者 試 験 受 験 願 書 

 

     平成   年   月    日 

香 川 県 知 事  殿 

 

申請者  本籍地都道府県名            

（日本国籍を有 

しない者にあって 

は、国籍）                               
 

住      所 

 〒     －      

 

                              
 

（ ふ り が な ）                                 

 

氏      名                 （男・女） 

 

 

生 年 月 日          年   月   日 

 

電 話 番 号  （    ）    －       

 

 

薬事法第 36 条の４第 1 項に規定する登録販売者試験を受けたいので、関

係書類を添えて出願します。 

都 道 

府 県 

大正 

昭和 

平成 

都 道 

府 県 
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登録販売者試験受験整理票     平成 23 年 10 月 29 日実施 

 

※受験番号   

ふりがな   

氏名 

  
生
年
月
日 

大正 

昭和   年  月  日 

平成 

性
別 

男 

・ 

女 

※備考（試験監督員記入欄） 

   出欠（午前） ： 出席 ・ 欠席 

 

   出欠（午後） ： 出席 ・ 欠席 

（顔写真貼付欄） 

○縦 4.5cm× 

横 3.5cm 

○写真の裏面に、名

前と生年月日を

記入 

１ 太線の枠内の項目について記入してください。 

２ ※印欄は記入しないでください。 
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【旧法実務経験用】 

実 務 経 験（見 込）証 明 書 

年  月  日 

  香川県知事 殿 

薬局開設者名又は医薬品の 

販売業者名                    ㊞ 

代表者氏名 

（許可番号：              ） 

 

 次の者の実務経験は、以下のとおりであることを証明します。 

氏 名 （生年月日    年  月  日） 

住 所 〒 

薬局、店舗又は既存

配置販売業の名称 

 

薬局若しくは店舗

の所在地又は既存

配置販売業の区域 

 

業 務 期 間 年  月 ～     年  月（  年  月間） 

業 務 内 容 

（業務期間内に行

われた業務に該当

する□にレを記入

すること。） 

□ 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内

容を知ることができる業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業

務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることが

できる業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 
 

連 絡 先 

 

 

電話番号 

（   ）   － 

（注意） 
 １ 当該証明を行う者は、被証明者が実務に従事した薬局の薬局開設許可証又は一般販売業（

卸売一般販売業を除く。以下同じ。）、薬種商販売業若しくは既存配置販売業の医薬品販
売業許可証に記載された者であること。 

 ２ 許可番号の欄には、被証明者が実務に従事した薬局の薬局開設許可証又は一般販売業、薬
種商販売業若しくは既存配置販売業の医薬品販売業許可証に記載された番号を記載するこ
と。 

 ３ 業務期間の欄には、実務経験被証明者が１月に80時間以上、上記の業務内容に示されたす
べての業務を行っていた連続した期間を記入すること。 

 ４ 見込証明でない場合は、標題の（見込）を二重線で消すこと。 
 ５ 連絡先の欄には、この証明書の内容について県から照会があった場合に対応できる部署、

担当者及び電話番号を記載すること。 
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【新法実務経験用】 

実 務 経 験（見 込）証 明 書 

年  月  日 

  香川県知事 殿 

薬局開設者名又は医薬品の 

販売業者名                    ㊞ 

代表者氏名 

（許可番号：              ） 

管理者氏名                    ㊞ 
 

 次の者の実務経験は、以下のとおりであることを証明します。 

氏 名 （生年月日    年  月  日） 

住 所 〒 

薬局、店舗又は配

置販売業の名称 

 

薬局若しくは店舗

の所在地又は配置

販 売 業 の 区 域 

 

業 務 期 間 年  月 ～     年  月（  年  月間） 

業 務 内 容 

（業務期間内に行

われた業務に該当

する□にレを記入

すること。） 

□ 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容

を知ることができる業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務

又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることがで

きる業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 

□ 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 

□ 薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で業務を行っていた。 
 

連 絡 先 

 

 

電話番号 

（   ）   － 

（注意） 
 １ 当該証明を行う者は、被証明者が実務に従事した薬局の薬局開設許可証又は店舗販売業若

しくは配置販売業の医薬品販売業許可証に記載され、かつ、薬剤師又は登録販売者の配置
の要件を満たしている者であること。 

 ２ 許可番号の欄には、被証明者が実務に従事した薬局の薬局開設許可証又は店舗販売業若し
くは配置販売業の医薬品販売業許可証に記載された番号を記載すること。 

 ３ 管理者氏名の欄には、業務期間の欄に記載した期間に薬局の管理者、店舗管理者又は区域
管理者であった薬剤師又は登録販売者を記載すること。 

 ４ 業務期間の欄には、実務経験被証明者が１月に80時間以上、上記の業務内容に示されたす
べての業務を行っていた連続した期間を記入すること。 

 ５ 見込証明でない場合は、標題の（見込）を二重線で消すこと。 
 ６ 連絡先の欄には、この証明書の内容について県から照会があった場合に対応できる部署、

担当者及び電話番号を記載すること。 
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試験会場：サン・イレブン高松（香川県土木建設会館） 

高松市松福町２丁目１５－２４ 

 ※試験会場及びその周辺での駐車はできません。公共交通機関を利用してください。 

※周辺の道路、商店等の駐車場への駐車は絶対にしないでください。 

※周辺道路は道幅も狭く混雑しますので、送迎等の駐停車をしないでください。 

※試験会場となるサン・イレブン高松では、試験事務を行っていませんので、電話等に

よる照会は一切しないでください。 

※試験当日の問い合わせは、香川県庁薬務感染症対策課（表紙の「問い合わせ先」）に

お願いします。 

 

[試験会場の地図] 

 

 

 

交通案内 

  ○高松琴平電鉄 高松築港駅から瓦町駅乗り換え「志度線」にて「松島二丁目駅」で下車。 

すぐ目の前。高松築港駅から約２０分 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
県
道
高
松
東
港
線

至高松             国道国道国道国道 11111111 号線号線号線号線                至屋島   

国道 11 号線 
パチンコ ガソリン 

スタンド 

高
松
中
央 

高
等
学
校 

高
松
市
民 

文
化 

セ
ン
タ
ー 

  Ｎ 

 

高松第一小学校 

高松第一中学校 

←至瓦町 
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